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鎗
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条
例
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定
K
つ
い
て

損
害
賠
償
の
額
の
決
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い
て

館
山
市
奨
学
資
金
貸
付
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例
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一
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改
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す
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条
例
。
制
定
に
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い
て

昭
和
五
十
五
年
度
館
山
市
一
般
会
計
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正
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三
号
〉

昭
和
五
十
五
年
度
館
山
帝
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
〈
第
一
号
〉

昭
和
五
十
五
年
度
館
山
市
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ

ル
特
別
会
計
補
正
予
算
(
第
一
号
)

昭
和
五
十
主
年
度
銭
山
市
水
道
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
〈
第
一
号
V
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ヤ
議
案
第
六
十
九
号
-
昭
和
五
十
五
年
度
館
山
市
圏
民
宿
舎
事
業

j

特
別
会
計
補
正
予
算
A

第
ご
号
〉

開

会

午
前
十
時
三
分
商
会

。
議
長
〈
五
十
嵐
昇
君
〉
本
自
の
出
席
議
員
数
二
十
五
名
。

ζ

れ
よ

P
昭

和
五
十
玄
年
第
四
国
市
議
会
定
例
会
を
開
会
し
、
車
ち

K
本
日
の
会
議
を
開

き
愛
す
。

議

長

報

告

の

O
韓
国
訳
〈
五
十
嵐
鼻
君
)
本
定
例
会
議
案
審
議
の
た
め
、
地
方
自
治
法
第

百
二
十
一
条
の
規
定

κ£
る
出
席
要
求
に
対
し
、

h
v

手
も
と

K
配
付
の
と
h
p

h
y
出
席
報
告
が
あ
り
ま

L
た
の
で
御
了
承
顕
い
ま
す
。

念
会
、
監
査
委
員
主
h
p
八
月
乃
韮
十
月
実
施
の
監
査
結
果
が
報
告
さ
れ
て

お

P
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
手
も
と
K
配
付
の
印
掛
書

K
F晶

h
y
御
了
承
顧
い
ま

す。

譲

配

付

葉

¥の

-
た
だ
い
ま
市
長
か
ら
議
案
並
び
に
説
明
書
の
送

。
議
長
ハ
五
十
嵐
昇
君
)

付
が
4e
り
ま
し
た
。

議
案
並
び
に
説
明
書
を
配
付
い
た
さ
せ
ま
す
。
配
付
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん

か。

i
i
'
E付
漏
れ
念
し
と
欝
め
を
す
。

本
自
の
議
事
は
h
v

手
も
と
K
配
付
の
臼
程
表
K
よ
り
行
い
を
す
。

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

。
護
軍
買
〈
玄
十
嵐

昇
君
V

日
程
第
七
会
議
録
署
名
議
員
の
猪
名
を
行
い

ー，指;ま
P 名ーす
い四。

: た 番
会し讃

~ t :ま負

甥す渡
<>辺
川昭

夫
君

五
番
議
員
伊
藤
孝
太
郎
君
、
以
上
高
震
を

の

決

定

。
議
長
〈
五
十
嵐
昇
君

V

B
程
第
二
、
会
期
の
決
定
を
行
い
を
す
。

本
定
例
会
の
会
期
に
つ
き
議
会
選
営
協
議
会
の
意
見
は
本
十
二
月
玄
尽
か

¥
ら
十
二
月
十
三
目
ま
で
の
九
日
聞
と
い
う
と
と
で
あ
り
愛
す
。

h
v

諮
り
い
た
し
安
す
。
会
期
を
九
日
間
と
定
め
会
す
と
と
に
御
異
議
あ
・
9

9

を
せ
ん
か
。

(
「
異
議
念
し
」
と
呼
ぶ
考
也
容
易
〉

。
議
長
(
五
十
嵐
昇
君
〉
御
異
議
念
し
と
認
め
4z
ナ
。
£
っ
て
会
期
は
十

二
月
五
日
か
ら
十
二
月
十
三
日
ま
で
の
九
露
関
と
決
定
い
た
し
を
し
た
。

会

議

日

程

の

決

定

O
議
長
{
五
十
嵐
昇
君
〉
日
程
第
三
、
ノ
会
議
日
程
の
決
定
争
行
L
W

ま
す
。

h
u
諮
h
y
い
え
し
を
寸
ο
ι
相
手
も
と
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
会
議
日
程
表
は

本
定
例
会
の
大
体
の
お
取
h
y
予
定
で
あ
り
を
す
が
、
議
会
運
営
協
醸
会
の
意

見
K
よ
歩
作
成
い
た
し
ま
し
た
。
本
定
例
会
を
b
h
x
む
ね
と
の
会
議
日
程
表

に
よ
り
運
び
を
す
と
と
も

K
、
そ
の
間
議
案
の
追
加
ま
た
は
議
事
の
都
合
等

K
よ
り
ま
し
て
そ
の
都
度
と
れ
を
改
め
る
と
と
に
し
て
、
大
体
と
の
よ
う
柁

い
た
し
た
い
と
思
い
を
す
。
と
れ

K
梅
田
宍
謹
あ
り
を
せ
ん
か
。

(
「
呉
議
念
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
)

。
議
長
(
五
十
嵐
昇
君
)
御
異
議
念
し
と
認
め
を
す
む
主
っ
て
会
議
回
程

は
決
定
い
た
し
4z
し
た
。
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議

上

程

業

の

。
議
長
〈
五
十
嵐
昇
君
〉
日
程
第
四
、
議
案
第
六
十
一
号
乃
至
議
案
第
六

十
八
号
の
各
議
案
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
を
す
。

擾

案

理

由

の

説

明

O
議
長
〈
五
十
嵐
昇
君
〉
市
長
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

〈
市
長
半
淳
良
一
一
若
霊
境
〉

O
市
長
(
半
淳
良
一
君
)
本
目
、
と
と

K
第
岡
田
市
議
会
出
比
例
会
を
招
集
い

え
し
を
し
た
と
と
ろ
、
議
員
の
皆
さ
ま
方
に
か
か
れ
を
し
て
は
年
末
櫛
多
忙

の
と
と
る
栂
出
席
を
賜
h
y
、
を
と
と

K
あ

P
が
と
う
と
ぎ
い
・
ま
す
。

今
回
、
提
案
い
た
し
ま
す
案
件
は
、
条
例
関
係
議
案
二
件
、
一
帥
思
議
案
一

件
、
補
正
予
第
五
件
で
あ
b
d
を
今
。

以
下
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
を
す
。

ま
ず
、
一
議
案
第
六
十
一
号
館
山
市
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

鍔
の
制
定
K
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、

ζ

れ
は
去
る
八
月
八
日
付
人
事
院
勧

告
に
義
づ
き
、
国
家
公
務
員
。
給
与
改
正
が
十
一
月
二
十
八
日

K
臨
時
国
会

忙
一
か
い
て
可
決
さ
れ
、
ま
た
暗
黙
職
員
に
つ
い
て
は
、
十
月
二
十
日
付
の
県
人

事
委
員
会
の
勧
告
に
よ
り
給
料
表
の
会
等
級
K
わ
た
る
改
正
、
そ
の
他
の
諸

手
当
夜
つ
い
て
も
圏

K
滋
じ
た
改
正
が
い
ず
れ
も
本
年
四
月
か
ら
適
用
す
る

と
い
う
と
と
で
あ
り
を
す
。
・
本
市
k
h
v
き
ま
し
て
も
偽
と
の
権
衡
を
図
る
た

め
一
般
職
員
の
給
与
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
改
正
の
主

な
も
の
と
い
た
し
委
し
て
は
、
一
般
職
員
に
適
用
す
る
給
料
表
、
そ
の
他
扶

撃
手
当
、
通
勤
手
当
で
、
実
質
問
・
六
八
¢
の
改
定
を
し
よ
う
と
す
る
‘
の

で
あ
り
ま
す
。

九
九

次

K
、
議
案
第
六
十
二
号
損
害
賠
慣
の
額
の
決
定
K
つ
い
て
で
あ

P
愛
す

が
、
館
山
市
館
山
一
九

C
番
地
地
先
の
ど
み
搬
出
場
所
k
b
い
て
公
務
中
、

じ
ん
芥
収
集
車
と
諜
動
機
付
良
転
車
が
接
触
し
‘
損
害
を
与
え
た
事
敢
に
係

る
損
害
賠
償

K
つ
い
て
協
描
慣
が
藍
い
一
変
し
た
の
で
、
と
れ
が
額
の
決
定
に
つ

き
全
し
て
議
会
の
議
決
を
求
め
主
ラ
と
す
る
も
の
で
あ
b
ま
す
。

次
W

作
、
議
案
第
六
十
コ
一
号
館
山
市
奨
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
，
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
で
あ
り
を
す
が
、
今
回
の
改
正
は
、
蕊
本
世
間
薬
会

の
貸
付
対
象
範
密
の
拡
大

K
準
拠
し
て
、
本
市
k
b
き
ま
し
で
も
奨
学
資
金

貸
付
対
象
範
囲
を
、
現
在
の
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
及
び
大
学
で
あ
っ

た
も
の

κ.
新
4
A
K
修
学
年
醒
二
年
以
上
の
専
修
学
校
の
高
等
課
程
一
及
び
専

門
課
程
を
加
え
、
ま
-P
以
上
の
有
用
一
考
人
材
を
育
成
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
一

あ
り
を
す
。

次

κ、
議
案
第
六
十
四
号
昭
和
五
十
五
年
度
館
山
市
一
般
会
計
補
正
予
算

〈
第
三
号
〉
で
あ
担
金
す
が
、
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
と
し
ま
し
て
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
五
千
五
百
九
十
八
万
七
千
円
を
追
加
し
、
‘
総
額
八
十
九
億
二
千

八
百
五
十
一
万
四
千
円
と
す
る
も
の
で
あ
れ
?
を
す
む

ζ

の
内
容
の
主
授
も
の
と
し
ま
し
て
は
、
各
、
款
に
わ
た
っ
て
人
件
費
の
~
補

正
が
あ
・
り
ま
す
が
、
と
れ
は
先
ほ
ど
解
説
明
申
し
上
げ
♂
烹
し
免
職
↓
員
給
与
条

例
の
一
部
改
正

K
伴
う
ι
も
の
で
、
当
初
予
算

K
改
定
賓
と
し
て
二
信
を
見
込

ん
で
あ
り
占
ま
す
の
で
‘
今
回
と
の
差
額
並
び

K
人
事
異
動
等
K
伴
つ
て
の
各

科
目
の
増
減
額
vh
つ
い
て
補
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ち
総
額
三
千
四
百
五

十
八
万
八
千
同
の
追
加
と
を
控
室
す
ω

人
件
費
以
外
で
絃
]
民
生
費
と
し
唱
会
し
て
、
入
所
者
の
繕
加
等
に
伴
う
老

人
ホ

1
ム
収
容
捷
費
鼓
動
費
と
し
て
五
百
九
十
五
万
八
千
円
。

衛
生
費
と
し
き
l
u一
て
は
、
現
在
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
鐙
入
道
路
を
建
設
中
で

， 
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ど
ざ
一
い
を
す
が
、
と
の
切
土
部
分
の
法
一
簡
の
一
部

K
空
洞
が
山
山
て
き
た
た
め

擁
壁
工
事
が
必
要
で
あ
り
を
す
の
で
、
と
の
工
事
費
と
し
て
五
百
支
十
七
万

円
の
追
加
と
と
れ
に
伴
う
継
続
費
の
補
正
を
な
緩
い
す
る
も
の
で
あ
り
会
す
。

農
林
水
産
業
費
で
は
、
追
加
補
正
と
し
を
し
て
、
薗
ま
た
は
園
球
の
補
助
対

象
事
業
費
の
増
加

K
伴
い
、
い
ち
ど
生
産
振
興
対
策
事
業
補
助
金
と
し
て
三

百
万
六
千
円
、
一
畜
重
複
合
地
竣
環
境
対
策
事
業
祷
助
金
と
し
て
千
二
十
九
万

千
円
の
ほ
か
、
小
規
模
土
地
改
良
事
業
補
助
金
と
し
て
否
λ
十
万
円
、
一
減
額

補
正
と
し
を
し
て
は
、
野
菜
指
定
意
地
整
此
側
近
代
化
事
業
ー
補
助
金
で
五
百
七

十
一
万
四
千
円
、
と
れ
は
当
初
菌
、
沼
市
の
補
助
対
象
事
業
と
し
て

ν
タ
ス
栽

培

k
h
v
け
る
機
械
類
の
鶏
入

K
対
ナ
る
補
助
金
を
計
上
し
ま
し
た
が
、
国
、

圃
黙
の
補
助
対
象
と
し
て
認
定
さ
れ
な
い
の
で
事
業
を
中
止
し
た
た
め
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
土
地
改
良
通
年
施
行
挺
進
対
策
一
事
業
補
助
金
で
三
百
八
十
三

万
円
、
と
の
減
額
は
当
初
県
営
ほ
相
場
整
備
事
業
と
し
て
計
画
し
ま
し
た
が
、

燥
の
指
導
に
よ
り
転
作

κ切
り
替
え
た
た
め
の
波
額
で
る
・
9
申込す。

土
木
費
と
し
を
し
て
は
、
道
路
維
持
補
修
工
事
費
で
五
百
万
円
、
道
路
改

良
及
び
鋳
装
工
事
業
で
三
千
五
百
四
十
万
円
、
塚
山
公
麗
用
地
購
入
費
と
し

て
千
八
百
万
円
、
と
れ
は
今
年
度
追
加

K
よ
れ
y

由
時
庫
補
助
事
業
と
し
て
採
択

さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
た
た
め
で
あ

P
ま
す
。
減
額
補
正
と
し
を
し
て
は
、

八
幡
下
水
路
エ
事
が
今
年
度
毘
庫
補
助
事
業
と
し
て
採
択
さ
れ
念
か
っ
た
た

め
下
水
路
工
事
請
負
費
で
四
百
万
円
、
き
た
県
営
事
業
費
の
減
額
K
伴
う
館

山
運
動
公
圏
整
備
事
業
負
担
金
で
千
八
百
万
円
を
誠
額
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

教
育
費
と
し
を
し
て
段
、
九
重
小
学
校
校
舎
改
築
工
事
費
で
六
千
三
百
万

円
の
波
額
、
と
れ
は
当
初
全
面
改
築
の
予
定
で
ち
り
ま
し
た
が
、
一
一
様
が
危

険
校
舎
と
し
て
の
補
助
対
象
と
授
ら
授
か
っ
た
の
で
、
改
築
面
積
を
補
助
対

T バ E豆半過轟轟

象
菌
積
だ
け
w比
し
た
た
め
で
あ
り
を
す
。
と
の
符
か
に
ロ
ー
ド

ν
1
x
関
係

経
費
と
し
て
総
額
で
百
八
十
二
万
七
千
円
を
計
上
い
た
し
委
し
た
が
、
と
れ

は
近
年
国
民
の
体
力
。
つ
ぐ
一
り
へ
の
関
心
の
高
ま
り
か
ら
マ
ラ
ソ
ン
愛
好
者
が

ふ
え
つ
つ
あ
り
、
各
地
で
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
開
催
さ
れ
て
h
g
h
y

ま
す
。

本
市
に
か
い
て
も
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
を
背
景
に
マ
ラ
ソ
ン
大
会
を
実
施

す
る
と
と
に
之
島
県
内
外
の
多
ぐ
の
人
C
参
加
を
得
て
館
山
市
の
人
情
、
風

土
に
親
し
ん
で
も
ら
う
と
と
も
に
、
市
民
の
体
力
づ
〈

b
意
識
の
荷
揚
を
図

り
、
健
康
で
文
化
的
念
休
養
観
光
都
市
と
し
て
の
発
援
を
期
ず
る
も
の
で
あ

り
、
第
一
回
開
催
は
昭
和
五
十
七
年
度
を
予
定
し
、
本
年
度
及
び
来
年
度
は

準
備
及
び
P

R
を
兼
ね
た
り
ハ
!
サ
ル
と

L
て
の
大
会
を
線
機
し
£
う
と
す

る
も
の
で
あ

P
ま

す

。

、

以
上
、
歳
出
の
主
な
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
を
し
た
が
、
歳
入
と
し
を

し
て
は
、
国
、
県
支
出
金
、
市
僕
等
で
内
定
を
た
は
現
在
見
込
ま
戸
れ
る
も
の

に
つ
い
て
計
上
い
た
し
ま
し
た
じ

と
の
ほ
か
、
債
務
負
担
行
為
補
正
と
し
ぎ
し
て
は
、
県
営
ほ
場
整
備
事
業

と
し
て
実
施
中
の
安
房
中
央
土
地
改
良
区
東
部
品
州
、
区
の
工
事
中
、
↑
県
道
付
替

え
、
幾
切
新
設
、
祷
思
索
薬
換
え
等
公
共
性
の
高
い
工
事
に
係
る
受
益
者
負
担

分
K
つ
い
て
市
が
負
担
す
る
と
と
と
し
、
支
払
い

K
当
た
っ
て
は
と
れ

K
係

る
借
入
金
代
対
す
る
一
冗
剰
償
還
金
を
毎
年
度
市
が
負
担
す
る
た
め
債
務
負
担

行
為
と
し
て
の
議
決
を
卦
顕
い
す
る
も
の
で
あ
り
を
す
。
全
た
、
地
方
債
補

正
と
し
ま
じ
て
道
路
整
備
事
業
債
外
四
件
に
係
る
変
更
を
会
願
い
す
る
も
の

で
あ
り
を
す
e

、

)

次

κ、
議
案
第
六
十
五
号
か
ら
第
六
十
八
号
ま
で
の
昭
和
五
十
五
年
度
各

特
別
会
計

K
係
る
補
正
予
算

K
つ
き
ま
し
て
は
、
一
般
会
計
同
様
給
与
改
定

並
び

K
人
事
異
動
等

K
伴
う
増
誠
額

K
つ
い
て
補
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

-8-
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ζ

の
ほ
か
国
民
健
康
保
険
会
計
K
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
決

算
に
よ
る
繰
越
金
の
う
ち
二
分
の
一
相
当
分
を
財
政
謁
整
基
金
と
し
て
積
み

立
て
す
る
た
め
七
千
七
百
二
十
万
八
千
円
を
追
加

L
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ

p
、
水
道
事
業
会
計

K
つ
い
て
は
、
本
年
度
当
初
予
算
に
県
道
館
山
長
尾
線

の
配
水
管
布
設
本
復
旧
工
事
を
直
営
工
事
と
し
て
計
上
い
た
し
委
し
た
が
、

と
の
工
事
を
岡
市
が
施
行
す
る
と
と
と
左
り
ま
し
た
の
で
工
事
請
負
費
か
ら
負

担
金
に
組
み
答
え
を
h

祈
願
い
す
る
も
の
で
あ
一
り
、
国
民
宿
舎
事
業
会
計
に
つ

い
て
は
、
燃
料
費
、
光
熱
水
受
等
で
追
加
す
る
と
と
も
に
食
事
材
料
費
、
滅

価
償
却
費
等
で
波
額
の
補
正
を
か
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
を
す
。

以
上
、
各
議
案
に
対
す
る
提
案
理
由

K
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
委
し
た

が
、
な
な
と
の
会
期
中

K
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
も
追
加

議
案
と
し
て
上
程
を
が
願
い
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
慎
重
ま
る
御
審
議
を
賜
り
ま
す
よ
う
hw
顧
い
申
し
上
げ
、
提
案
理

由
の
説
明
を
終
り
ま
す
。

O
議
長
〈
五
十
嵐

あ
り
、

日

計

君

)

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
り
を
す
。

延

会

午
前
十
時
十
九
分
延
会

O
議
長
(
五
十
嵐
昇
君
)

h

v

諮
り
い
た
し
ま
す
。

本
自
の
会
議
は
と
れ
に
て
延
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
れ

K
御
異

議
ど
ざ
い
占
ま
せ
ん
か
。

(
「
異
議
念
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
)

O
議
長
(
五
十
嵐
昇
君
〉
御
異
議
た
し
と
認
め
を
す
。
主
っ
て
本
日
は
ζ

れ
忙
て
一
延
会
す
る
ζ

と
に
決
し
を
し
た
。

念
-b
、
明
十
二
月
六
日
及
び
七
日
は
議
案
調
査
の
た
め
休
会
、
次
会
は
十

二
月
八
日
午
前
十
時
開
会
と
し
、
そ
の
議
事
は
通
告
に
よ
る
行
政
一
般
質
問

π 

を
行
い
を
す
。

ζ

の
際
申
し
上
げ
を
ナ
。
各
議
案
K
対
ず
る
質
疑
通
告
の
締
め
切
h
y
は
十

二
月
八
日
正
午
、
ま
で
で
あ
り
安
す
の
で
申
し
添
え
を
す
。

。
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

一
、
会
期
の
決
定

一
、
会
議
日
程
の
決
定

一
、
議
案
第
六
十
一
号
乃
至
議
案
第
六
十
八
号

-9-
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